
○上三川町重度心身障害者医療費助成に関する条例 

昭和４８年３月２４日 

条例第１２号 

（目的） 

第１条　この条例は、重度心身障害者に対し、医療費の一部を助成することに

より、保健の向上に寄与し、もって重度心身障害者の福祉を増進することを

目的とする。 

（定義） 

第２条　この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号の１に該当する

者をいう。 

(1) 身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号

に定める１級又は２級の障害の程度と同程度の障害を有する者であること。 

(2) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条に規定する児童相談

所、知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１２条に規定する知

的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２

５年法律第１２３号）第６条に規定する精神保健福祉センター又は精神科

医（以下「児童相談所等」という。）により、知能指数が３５以下の知的

障害児者と判定された者であること。 

(3) 身体障害者福祉法施行規則別表第５号に定める３級又は４級の障害の程

度と同程度の障害を有する者であって、児童相談所等により、知能指数が

５０以下の知的障害児者と判定された者であること。 

(4) 精神保健福祉センターにより精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

施行令（昭和２５年政令第１５５号）第６条第３項に定める１級と認定さ

れた者であること。 

２　この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。 

(1) 健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

(2) 船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 



(3) 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 

(4) 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号） 

(5) 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

(6) 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号） 

３　この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、

療養費、家族療養費、保険外併用療養費、特別療養費、訪問看護療養費及び

家族訪問看護療養費をいう。 

４　この条例において「一部負担金等」とは、次に掲げる額をいう。 

(1) ６５歳以上７５歳未満の者（高齢者の医療の確保に関する法律の規定に

よる後期高齢者医療の被保険者及び重度心身障害者であって高齢者の医療

の確保に関する法律施行令（平成１９年１０月１９日政令第３１８号）別

表に定める程度の障害の状態でないため、栃木県後期高齢者医療広域連合

の障害認定を受けられない者を除く。）にあっては、保険給付に係る額の

１割に相当する額（付加給付等があるときは、その者が医療保険各法の規

定により負担すべき額から当該付加給付等の額を控除して得た額と、当該

１割に相当する額のいずれか低い額） 

(2) 前号に掲げる者以外の者にあっては、医療保険各法の規定により負担す

べき額（付加給付等があるときは、その額を控除して得た額） 

５　この条例において「医療機関等」とは、病院、診療所、薬局等のうち医療

保険各法の規定により保険給付を取り扱う者をいう。 

（助成対象者） 

第３条　この条例に定める医療費の助成を受けられる者（以下「助成対象者」

という。）は、上三川町の区域内に住所を有する者（国民健康保険法第１１

６条の２の規定により他の市町村が行う国民健康保険の被保険者となる者又

は高齢者の医療の確保に関する法律第５５条の規定により栃木県後期高齢者

医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険



者となる者を除く。）、国民健康保険法第１１６条の２の規定により上三川

町が行う国民健康保険の被保険者となる者又は上三川町に住所を有していた

と認められることにより高齢者の医療の確保に関する法律第５５条の規定に

より栃木県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる

者であり、かつ、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者である重

度心身障害者（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受け

ている者を除く。）であって、町長が交付する重度心身障害者医療費受給資

格者証を有する者とする。 

（助成） 

第４条　町長は、助成対象者が一部負担金を支払った場合においては、当該支

払額（付加給付等があるときは、その額を控除した額）に相当する額を助成

する。 

（助成の申請及び申請期間） 

第５条　前条の助成は、申請に基づき行うものとする。 

２　前項の申請期間は、保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算

して１年とする。 

（助成金の返還） 

第６条　町長は、偽りその他不正な行為により、第４条に定める助成を受けた

者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させる

ことができる。 

（規則への委任） 

第７条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附　則 

この条例は、昭和４８年４月１日から施行する。 

附　則（昭和５８年条例第１１号） 

１　この条例は、公布の日から施行する。 



２　この条例による改正後の上三川町重度心身障害者医療費助成に関する条例

は、昭和５８年２月１日以降に６５歳以上である者で昭和５８年３月３１日

までに助成対象者となった者については、昭和５８年２月１日から適用する。 

附　則（昭和５９年条例第３２号） 

（施行期日等） 

１　この条例は、公布の日から施行し、改正後の上三川町重度心身障害者医療

費の助成に関する条例（以下「新条例」という。）第２条第３項の規定は、

昭和５９年１０月１日から適用する。 

２　新条例第２条第２項第４号の規定は、昭和５９年４月１日から適用する。 

（助成に関する経過措置） 

３　昭和５９年１０月１日から昭和６０年１月３１日までの間（（以下「経過

期間」という。）において６５歳未満である日がある者で、経過期間中に新

条例第３条第１号又は第２号に該当することにより重度心身障害者医療費受

給資格者証を有することとなった者（改正前の上三川町重度心身障害者医療

費の助成に関する条例第３条第１号又は第２号に該当する者を除く。）につ

いては昭和５９年１０月１日に重度心身障害者医療費受給資格者証を有して

いた者とみなす。 

附　則（昭和６３年条例第９号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和６３年７月１日から適用する。 

附　則（平成６年条例第２４号） 

この条例は、平成６年１０月１日から施行する。 

附　則（平成９年条例第２５号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成９年４月１日から適用する。 

附　則（平成１１年条例第８号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成１１年４月１日から適用する。 

附　則（平成１８年条例第１３号） 

１　この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 



２　この条例の施行の日前に受けた保険給付にかかる助成については、なお従

前の例による。 

附　則（平成１８年条例第４６号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成１８年１０月１日以降に受けた保険

給付に係る助成について適用する。 

附　則（平成１９年条例第１６号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の上三川町重度心身障害者医療費

助成に関する条例の規定は、平成１８年１０月１日から適用する。ただし、適

用日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。 

附　則（平成２０年条例第１２号） 

１　この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

２　この条例の施行の日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前

の例による。 

附　則（平成２０年条例第２８号） 

１　この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

２　この条例の施行の日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前

の例による。 

附　則（令和３年条例第２７号） 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

附　則（令和４年条例第１６号） 

（施行期日） 

１　この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この条例の施行の日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前

の例による。 


